
◎私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正

する法律 
（平成一七年四月二七日法律第三五号）   

一、提案理由（平成一六年一一月一二日・衆議院経済産業委員会） 

○細田国務大臣 ただいま議題となりました私的独占の禁止及び公正取引の確保に関す

る法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上

げます。 

 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、いわゆる独占禁止法については、

平成十四年の一部改正法に係る衆議院経済産業委員会の附帯決議において、独占禁止法

違反行為に対する抑止力強化の観点から、課徴金、刑事罰や公正取引委員会の調査権限

のあり方を含めた違反行為に対する措置体系全体について早急に見直すこととされてお

ります。 

 また、政府は、平成十三年に閣議決定した今後の経済財政運営及び経済社会の構造改

革に関する基本方針において、談合・横並び体質からの脱却と市場の活性化を図るため、

競争政策の積極的な展開が求められているとしており、かかる観点から、本年三月に閣

議決定した規制改革・民間開放推進三カ年計画では、独占禁止法の措置体系の抜本的強

化策の早急な実現を図ることとしております。 

 今回は、これらの閣議決定等を踏まえ、独占禁止法違反行為に対する措置を強化する

ために、不当な取引制限等に対して課せられる課徴金の算定率を大幅に引き上げること

とし、あわせて課徴金減免制度を創設するとともに、審判手続等に係る規定の整備、犯

則調査権限の導入等を行うため、ここにこの法律案を提出した次第であります。 

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 

 第一に、課徴金の算定率は、製造業等については現行法の六％から一○％に引き上げ、

小売業と卸売業についても、それぞれ三％、二％に引き上げることとしております。ま

た、企業規模の小さい事業者に対しては、製造業等について現行法の三％から四％に引

き上げるなど別に率を設定することとしております。また、課徴金適用対象については、

その範囲を明確化し、また、他の事業者の事業活動を支配する私的独占等にも拡大する

こととしております。 

 第二に、みずからの不当な取引制限行為について公正取引委員会に対して報告等を行

った事業者に対する措置として、課徴金を減免する制度を創設することとしております。 

 第三に、一層の適正手続の保障等を図る観点から、審判手続等に係る規定を整備し、

また、犯則調査権限を導入することとしております。 

 なお、これらの改正は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内に

おいて政令で定める日から施行することとしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 



 ありがとうございました。 

二、衆議院経済産業委員長報告（平成一七年三月一五日） 

○河上覃雄君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、経済産業委員会にお

ける審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 まず、両法律案の主な内容について申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、内閣提出の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する

法律案は、競争政策における違反行為の抑止並びに審判手続の迅速性や効率性の向上及

び適正手続の保障等に資するため、不当な取引制限等に対する課徴金の算定率の引き上

げ、課徴金の減免制度の創設、犯則調査権限の導入及び審判手続の見直し等、所要の措

置を講ずるものであります。 

 両法律案は、第百六十一回国会に提出され、昨年十一月四日本会議での趣旨説明及び

質疑の後、本委員会に付託されました。 

 本委員会においては、昨年十一月十二日法律案に関し細田内閣官房長官及び提出者菊

田まきこ君からそれぞれ提案理由の説明を聴取した後、十七日より質疑に入り、参考人

から意見を聴取する等審査を行いましたが、両法律案は、今国会まで継続審査に付され

ました。 

 今国会においては、去る九日から質疑を行い、十一日質疑を終局いたしました。質疑

終局後、内閣提出の法律案に関して、自由民主党及び公明党から、一部規定の施行期日

等に係る修正案が、また、日本共産党から、課徴金算定率のさらなる引き上げ、課徴金

減免制度の適用対象者の限定等を主な内容とする修正案が、それぞれ提出されました。 

 両修正案について趣旨の説明を聴取した後、討論を行い、順次採決を行った結果、ま

ず、仙谷由人君外十六名提出の法律案は賛成少数をもって否決すべきものと議決いたし

ました。次に、内閣提出の法律案に関しまして、日本共産党の提案に係る修正案は否決

され、自由民主党及び公明党の提案に係る修正案並びに修正部分を除く原案はいずれも

賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し、附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○委員会修正の提案理由（平成一七年三月一一日） 

○高木（陽）委員 ただいま議題となりました私的独占の禁止及び公正取引の確保に関

する法律の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、自由民主党及び公明党

を代表しまして、その趣旨の説明を申し上げます。 

 本修正案は、審議の現況を踏まえ、 

 第一に、附則第五条第五項及び第六項において、この法律に係る法律番号中、「平成

十六年」とされているところを「平成十七年」に改めるものであります。 

 第二に、一部規定の施行期日について、行政事件訴訟法改正法の施行日とされている



ところを、同日またはこの法律の公布の日のいずれか遅い日とするものであります。 

 以上であります。 

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。 

○附帯決議（平成一七年三月一一日） 

 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 

一 課徴金減免制度の運用にあたり、悪用防止に万全を期するとともに、違反行為の申

告の順序の決定方法等について、明確かつ具体的な基準を適切な形で策定し、早期に

公表すること。 

二 本改正の施行後二年以内に所要の措置を講ずるため行われる検討に際しては、委員

の構成を含め広く国民各層の意見が適切に反映されるよう十分配慮するとともに、詳

細な議事録の公表を原則とする等その透明性の確保に努めること。 

三 独占禁止法の措置体系の望ましい在り方について、実効性の確保や国際的調和等の

観点を十分に踏まえつつ、議論が尽くされるよう努めるとともに、特に中小企業等に

不当な不利益を与える不当廉売、優越的地位の濫用等の不公正な取引方法に対する措

置に関しては、課徴金適用の対象とすることも含めてその方策を早急かつ前向きに検

討すること。 

四 不公正な取引方法については、公正取引委員会において厳正に対処するとともに、

不公正な取引方法の差止請求について、文書提出命令、団体訴権など一層効果的な措

置を講ずることができる方策について早急に検討すること。 

五 犯則調査権限を適正に行使して、悪質な違反行為に対する刑事告発を積極的に行う

とともに、公正取引委員会事務総局において人員や情報の遮断等の措置を講じ、犯則

調査部門と行政調査部門との明確な分離を図ること。 

六 独占禁止法違反行為について、審判で争う事例の増加が予想されることにかんがみ、

個別の事件についての審判手続においても、迅速性や効率性への配慮と適正手続の保

障との両立に遺漏なきを期するとともに、審判官の中立性や公正性を十分に確保する

こと。なお、法律上明確な規定のない警告に関しては、その運用に慎重を期すること。 

七 価格の同調的引上げに関して、消費者の不利益となる懸念が存することにかんがみ、

引き続き適切に対処するように努めること。 

八 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律に則った積極的な対応を引き続き

進めること。併せて、入札談合等関与行為の一方当事者たる官公庁等においては、職

員に対して談合への関与が不正行為であるとの認識を持たせるよう努めるとともに、

職員の不正行為に対して厳格な制裁を科する等、具体的な対策を講ずること。 

九 地方公共団体等における入札談合等関与行為の排除及び防止並びに予算の適正かつ

効率的な執行に向けた自主的な取組みを促進するとともに、公共調達制度の望ましい

在り方について、全般的な検討を進めること。 

十 公正取引委員会による立入検査等の事実のみをもって、地方公共団体等が当該事業



者の指名回避を行う事例が見られるところ、このような事実上の制裁は、公共調達に

おける公正な競争の確保の観点からも好ましいものではなく、早急に改善策が講じら

れるよう働きかけること。 

十一 本改正による課徴金制度の整備強化、審判手続の変更等の円滑な実施に資するた

め、事業者及び国民に法改正の趣旨及び内容の周知徹底を図るとともに、いわゆる法

令遵守管理体制の構築の重要性に対する事業者の認識を高めるよう努めること。 

十二 経済の国際化に伴い、我が国の市場に影響を及ぼす国際カルテルや反競争的な企

業結合等に対応するため、競争分野における二国間協力協定の締結を進めるとともに、

多国間での協定締結に向けて我が国が主導的な役割を果たすこと。 

十三 公正取引委員会の委員長及び委員にあっては、その職務に関する活動内容につい

て、国民から十分な理解が得られるよう説明責任を果たすこと。また、公正取引委員

会事務総局の一層の整備、強化を図りつつ、法曹資格者や経済学の分野において高度

な専門知識を有する者等の登用を積極的に進めること。 

三、参議院経済産業委員長報告（平成一七年四月二○日） 

○佐藤昭郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、公正かつ自由な経済社会を実現するために競争政策の積極的展開を図る

ことが必要であることにかんがみ、不当な取引制限等に対する課徴金の額の引上げ、課

徴金の減免制度の創設、審判手続等の見直し、犯則調査権限の導入等の措置を講じよう

とするものであります。 

 なお、衆議院において、この法律案に係る法律番号について「平成十六年」を「平成

十七年」に改める等の修正が行われております。 

 委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、行政処分たる課徴金と

刑事罰を併科することと憲法が規定する二重処罰禁止との関係、課徴金減免制度の導入

及び運用上の疑義、不当廉売等の不公正な取引方法に対する抑止力強化の必要性、法施

行後二年以内に見直し検討を行う具体的内容、官製談合防止策及び公共調達制度改革の

在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終わり、討論に入りましたところ、民主党・新緑風会を代表して藤末委員より

反対する旨の意見が述べられました。 

 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 なお、本法律案に対して十一項目の附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一七年四月一九日） 

 公正かつ自由な経済社会の実現には競争政策の積極的展開を図ることが必要であるこ

とにかんがみ、政府は、本法の施行に当たり、次の諸点に留意すべきである。 



一 課徴金制度の見直し、審判手続の見直し等本改正の円滑な実施を図るため、事業者

及び国民に新制度の趣旨及び内容が十分理解されるよう周知徹底に努めること。 

  また、独占禁止法の適切な運用を図る見地から、公益通報者保護制度の活用が重要

であることから、その実施に当たっては周知徹底を図ること。 

二 課徴金減免制度の実施に当たっては、制度の悪用防止に万全を期すとともに、違反

行為の申告の順序の決定方法等について、明確かつ公正な基準及び手続等を策定し、

早期に公表すること。 

三 犯則調査権限の導入に当たっては、適正手続の保障の観点から、行政調査部門と犯

則調査部門との徹底した分離を図るとともに、その対象行為を明確化し、悪質・重大

な違反行為に対する刑事告発の積極化に向けて、その権限の適正な行使を図ること。 

四 勧告制度の廃止に当たっては、事前の手続を明確化し事業者に十分な反論の機会を

与えるとともに、審判手続においては、審判官の中立性や公正性を十分に確保するこ

と。 

  また、法律上明確な規定のない警告に関しては、その運用に慎重を期すこと。 

五 排除措置命令を出せる期間の一年から三年への延長については、事件解明に時間を

要する国際カルテル等を除く事案については、従前どおり一年以内に措置命令を発す

るか否かを判断し、その結果を当事者に通知するよう努めること。 

六 本法施行後二年以内に行われる見直し検討に当たっては、委員の選任やパブリック

コメントの実施等により広く国民各層の意見が反映されるよう配慮するとともに、議

事録の公開を行う等その透明性を確保すること。また、課徴金制度の在り方、発注者

の違約金制度の在り方、審判部門の分離・独立の在り方等について、明確な対応を示

すこと。 

七 中小企業等に不当に不利益を与える不当廉売、優越的地位の濫用等の不公正な取引

方法に対しては、厳正かつ迅速な対処を行うとともに、課徴金の対象とすることも含

め、その禁止規定の実効性を確保する方策について早急に検討を行うこと。また、不

公正な取引方法の差止請求について、文書提出命令、団体訴権など一層効果的な措置

を講ずることができる方策について早急に検討を行うこと。 

八 企業活動の国際化の進展を踏まえ、海外の競争当局との協力関係の強化等により、

国際カルテル等への対応を積極的に進めること。 

  また、国内における企業結合規制について、国際的な競争状況を勘案しつつ検討す

ること。 

九 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律については、公正取引委員会は、

発注官庁等との連携を強化し、積極的な対応を進めること。また、発注官庁等におい

ては、職員の不正行為に対して厳格な制裁を科する等具体的な対策を講ずること。 

十 国及び地方公共団体等の行う公共工事の入札・契約については、公共工事の品質確

保の促進に関する法律の趣旨を踏まえ、発注者による競争参加者の技術的能力の審査、



技術提案の要求等が入札参加資格要件の規制強化となり、入札参加意欲のある業者の

排除につながることがないよう公共調達の透明性、競争の公正性の確保に一層努める

こと。 

十一 公正取引委員会事務総局の組織・体制については、法曹資格者および経済学等の

専門知識を有する者の増員を進めるとともに、海外の競争当局との交流を図ること等

によりその人的基盤の一層の強化を図ること。 

  右決議する。 


